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№ 対象区分 対象としない事項 対象事項の概要 対象としない理由 備考欄 担当課

法令等の規定により実
施の基準が定められて
おり、当該基準に基づき

行うもの

市税の賦課徴収その他
金銭の徴収に関するも

の

下水道法第4条

下水道法施行令第3
条、第4条

下水道建設課3
施設の設置
の策定・変更

下水道事業変更認可
下水道整備区域の拡大、及び下水道事業期間
の延長をする。また、縦覧により利害関係人に
意見を申し出る機会を提供する。

1
条例の制定・
改廃

安城市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例を定めることに
ついて

法令等の規定により実
施の基準が定められて
おり、当該基準に基づき

行うもの

市長その他の執行機関
内部の事務処理に関す

るもの
2
計画の策定・
変更

第３期安城市役所地球温暖化対策
実行計画（事務事業編）の策定（第
２期の改定）

国保年金課
国民健康保険運営協
議会（税率等改正）

国保財政の健全化を目指し、国民健康保険税
の税率等を引き上げるため、安城市国民健康
保険税条例の一部を改正する。

環境首都推進課

地球温暖化対策推進法第２１条で全ての地方
公共団体は、京都議定書目標達成計画に即し
て、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス
の排出を抑制する為の実行計画を策定すること
が義務付けられており、２３年度で第２期計画が
終了するため、その改定を行う。
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